
　　　　　主　　　　　　文

１　本件訴えのうち被告ａ，同ｂ，同ｃに対する訴えをいずれも却下する。

２　原告らのその余の被告らに対する請求をいずれも棄却する。

３　訴訟費用は原告らの負担とする。

　　　　　事実及び理由

第１　請求

　被告らは，静岡市に対し，連帯して６０万円及びこれに対する平成１０年４月１６日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２　事案の概要

　本件は，被告ｄら静岡市職員が土地区画整理事業において，換地調整用地等の補償

金として，被告ｅらに対し，違法な公金の支出（財務会計行為）を行ったとして，地方自治

法（以下「法」という。）２４２条の２第１項４号に基づき，原告らが静岡市に代位して，換

地調整用地等の補償金相当額について，被告ｄら当該職員に対しては不法行為に基づ

く損害賠償請求，被告ｅらに対しては不当利得返還請求をそれぞれ求めている事案（住

民訴訟）である。

１　争いのない事実

(1)  当事者

　　原告は静岡市の住民であり，被告ｄは静岡市長（平成９，１０年度。以下同じ。），同ａ

は静岡市都市計画部長，同ｆは都市計画部区画整理課長，同ｂは区画整理課参事，同ｃ

は区画整理課に附置されているｇ土地区画整理事務所長，同ｈは出納室主幹の職にあ

った者である（以下，上記６名を併せて「被告ｄら」という。）。また，被告ｅは静岡市ｇ町ｉ

番ｊ，同ｋ番ｌを，同ｍは同ｉ番ｎをそれぞれ所有していた者である（以下，上記２名を併せ

て「被告ｅら」という。）。

(2)　静岡市施行の土地区画整理事業等

ア　静岡市は，同市の東南部に位置し，同市中心部から約５．５キロメートル離れた海岸

沿いの地域（静岡市ｇ及びｏの一部）を施行区域とする静清広域都市計画事業ｇ土地区

画整理事業（以下「本件事業」という。）の施行者であり，平成元年以降，３８．７ヘクター

ルに及ぶ本件施行区域を７５の街区（ブロック）に分けて本件事業を施行している。

　イ(ア)  静岡市は，被告ｅらに対し，平成９年５月６日付けで，本件施行区域　内に存在

する同人ら所有の前記土地について，別紙仮換地目録記載のとおりの仮換地指定通知

を行った（なお，被告ｅら所有の従前の宅地と仮換地の位置関係等は，別紙仮換地重図

１及び２のとおりである）。

　　(イ)　また，静岡市は，別紙仮換地目録記載のｐ街区ｑ番の仮換地の北側に接する

位置に，ｐ街区ｒ番として，換地調整用地（地積９２．３６平方メートル）を設定した。なお，

換地調整用地とは，土地区画整理事業の施行に伴い，仮換地の修正や公共施設の変

更を必要とする場合等に備えて，その調整のため，通常，仮換地設計にあたり，施行者

が管理すべき土地として設定される区画である。



　ウ　静岡市が本件事業について制定した「静清広域都市計画事業ｇ土地区画整理事

業・造成工事における補償取扱要領」（平成７年４月１４日施行。乙７。以下「本件要領」

という。）によれば，仮換地の造成工事は，原則として，静岡市の指導により地権者自ら

が実施し（３条１項），静岡市は，静岡県土木工事設計基準（単価編）に基づいて造成工

事に要する費用を算定し，補償金として地権者に支払う（５条１項）こととされている。

(3)　本件公金支出

　ア  被告ｅは，別紙仮換地目録記載のｐ街区ｑ番の仮換地の造成工事等を同ｍに委任

したところ，同ｍは，①ｐ街区ｑ番の仮換地（別紙「本件造成工事部分」図の黄緑色部

分。以下「ｑ番の土地」という。），②ｐ街区ｓ番の仮換地（同別紙の橙色部分。以下「ｓ番

の土地」といい，上記①②の各仮換地を併せて「被告ｅら仮換地」という。），③ｐ街区ｒ番

の換地調整用地（同別紙の水色部分であり，これは被告ｅの従前の宅地の一部分であ

る。以下「ｒ番の土地」という。）及び④ｐ街区ｔ番の仮換地予定地の一部（同別紙の桃色

部分であり，これは被告ｅ及び同ｍの従前の宅地の一部分である。以下「ｔ番の土地」と

いい，上記③④の各土地を併せて「本件換地調整用地等」という。）の造成工事（以下

「本件造成工事」という。）を倉和建設株式会社（以下「倉和建設」という。）に請負わせて

実施した。

　イ　静岡市は，平成１０年４月１６日，被告ｅらに対し，本件要領に基づいて算定した本

件造成工事に要する費用４０６万０３５０円を補償金として支払った（以下，上記補償金

の支出を「本件公金支出」という。）。

(4)　住民監査請求

　原告らは，同年１２月１８日，静岡市監査委員に対し，静岡市が被告ｅらに対して本件

換地調整用地等の造成工事に要する費用を支払った本件公金支出は違法であるなど

として住民監査請求を行ったところ，同監査委員は，平成１１年２月１２日，同監査請求

は理由がないとして棄却したため，原告らは，同年３月１０日，本訴訟を提起した。

２　争点

(1)　被告ａ，同ｂ，同ｃに被告適格はあるか。すなわち，同人らは，法２４２条の２第１項４

号前段の当該職員に当たるか。

(2)　静岡市は，被告ｄらに対し，不法行為に基づく損害賠償請求権を有するか。また，

静岡市は，被告ｅらに対し，不当利得返還請求権を有するか。すなわち

　　ア  本件公金支出は違法か。

　　イ  被告ｄらに故意，過失はあるか。

　　ウ  静岡市に損害はあるか。

　　エ  被告ｅらに利得はあるか。

第３  争点に対する当事者の主張

 １  争点(1)（被告ａ，同ｂ，同ｃに被告適格はあるか。すなわち，同人らは，法２４２条の２

第１項４号前段の当該職員に当たるか）について

（原告らの主張）

　本件公金支出当時，被告ａは都市計画部長，同ｂは区画整理課参事，同ｃはｇ土地区



画整理事務所長の地位にそれぞれあった者であって，いずれも本件公金支出の当該職

員に該当する。

（被告ａ，同ｂ，同ｃの主張）

　被告ａ，同ｂ，同ｃは，本件公金支出の当該職員ではない。したがって，同被告らに被

告適格はないから，同被告らに対する原告らの訴えは却下されるべきである。

２  争点(2)ア（本件公金支出は違法か）について

（原告らの主張）

　静岡市は，被告ｅらに対し，本件造成工事の補償金として，４０６万０３５０円を支出して

いるところ，その支出の根拠は，本件要領３条１項，５条１項である。しかし，本件要領

は，被告ｅら仮換地の造成工事には適用があるが，本件換地調整用地等の造成工事に

ついては適用がなく，本件換地調整用地等の造成工事を上記条項に基づいて被告ｅら

に行わせ，その造成費の支払いを補償金で行うことは本来できない。

　したがって，本件公金支出のうち本件換地調整用地等にかかる分は，本件要領に違

反し，違法，無効である。

（被告らの主張）

　本件換地調整用地等の造成工事は，取合工事として行われたものであり，本件公金

支出は違法ではない。

(1)  取合工事とは，ある工事を施工するにあたって，本来の工事の直接的な目的の範

囲には入らないが，本来の工事と同時期に，一体として施工することが現場の状況や費

用の面からみて有効かつ便宜であって，その必要性が高く，事業の円滑な推進に資す

ることとなると認められる別途の工事を，当該本来の工事に含めて設計し，施工するこ

とである。

(2)  本件において，取合工事の前提となる本来の工事は，被告ｅら仮換地の造成工事

であるが，その具体的実施の指針は本件要領である。仮換地造成工事は，現実の区画

整理事業の運営にあっては，多くの場合，各地権者の仮換地への移転時期や造成工事

内容に対する希望などを勘案して実施されることから，静岡市では，各地権者による造

成工事の実施を原則とし（本件要領３条１項），その費用を補償金として施行者が支払う

（同要領５条１項）方法をとることとした。この方法を採用したのは，それが区画整理「事

業の円滑な遂行」（本件要領１条）に資するものと認められるからである。このような，仮

換地造成工事の実施は，区画整理事業の施行者の責任として行われるものではある

が，公権力の行使として行われるものではなく，非権力的作用として行われるものであ

ることから，私人によるそれと何ら変わるところはなく，その具体的な実施は，施行者が

直接行う場合は，請負契約等の方法により，各地権者が行う場合は補償契約の方法に

よるものである。したがって，本件要領に基づく被告ｅら仮換地の造成についての補償

契約にあってはもちろん，同要領の方法によらない施行者の直接的な施工の場合であ

っても，その実施に格別の明文の根拠を必要とするものではなく，その具体的な内容に

ついて，合理性，必要性，妥当性が存する限り，施行者の合理的な裁量が認められる。

この施行者の合理的裁量こそが，本来の工事に含めて取合工事が施工される実質的



根拠である。

(3)  取合工事は，従来からその合理性が承認され，静岡市が施行する区画整理事業に

おいても，仮換地造成工事を施工する際に併せて施工された取合工事に補償金が支出

されていた。本件要領には，取合工事について明文をもって規定されていなかったが，

「事業の円滑な遂行と適正な補償の確保を図る」（同要領１条）との目的及び前記のとお

り，施行者の合理的裁量が認められることから，当然に取合工事に補償金を支出するこ

とが許容されていると解すべきであり，適法である。

　また，静岡市は，平成１２年７月７日，新たに「静清広域都市計画事業ｇ地区土地区画

整理事業・仮換地造成工事における補償取扱要綱」（乙１５。以下「本件要綱」という。）

を制定し，施行したが（これに伴い，本件要領は廃止された。），同要綱では，仮換地造

成工事を「仮換地内の建築物等の移転又は除却の完了後当該仮換地を使用し，又は

収益することができる状態にするために行われる土地の造成工事をいい，次に掲げる

工事を含むものとする。ア　当該造成工事の取合部分に係る工事で，当該造成工事と

一体的に行うことが事業の円滑な推進に資することとなると認められるもの」（同要綱２

条１号）と定義して，仮換地造成工事に取合工事が含まれることを明文をもって規定し

た。本件要綱の制定は，取合工事が本来の仮換地造成工事とともに補償金の対象であ

り，取合工事に補償金を支出することが適法であることを確認したものである。

(4)  本件事業においては，平成７年度から平成１０年度の４年間に８８件の仮換地造成

工事が補償契約により施工されているが，これに伴う取合工事は５１件行われている。

(5)ア  本件換地調整用地等の造成工事についてみると，まず，被告ｅらによって造成工

事が行われ，補償金算定の対象となったｒ番の土地，ｔ番の土地は，いずれも同被告ら

所有の従前の宅地の一部分であり（ｒ番の土地は被告ｅ所有のｋ番ｌの土地の一部，ｔ番

の土地は同ｅ所有のｋ番ｌ及びｉ番ｊの土地の一部並びに同ｍ所有のｉ番ｎの土地の一

部），ｒ番の土地の北側境界線及びｔ番の土地（Ｌ字状の地形）の外側の線は，それぞれ

同被告ら所有の従前の宅地と他の従前の宅地の境界線に一致している。

　　イ　次に，ｒ番の土地は，いずれ盛土造成工事されることが予定されているところ，そ

の工事は，ｑ番の土地の造成工事と一体として行われることが有効かつ便宜である。仮

に，上記各造成工事を別々に行った場合には，ｑ番の土地の造成工事の際に，ｒ番の土

地との境界に高さ１．５メートルから２．５メートルの擁壁を設置しなければならず，その

分についての補償金がかさむことになる上，その後にｒ番の土地の造成工事が行われ

た場合には，設置された擁壁は埋められて意味をなさなくなる。なお，上記擁壁の設置

工事を施工した場合に要する費用は，約２４９万円と試算されている。

　しかし，ｒ番の土地の北側には，ｐ街区ｕ番の仮換地予定地（以下「ｕ番の土地」とい

う。）との境界線（被告ｅ所有の従前の宅地の境界線）に沿って，被告ｅらによって設置さ

れた既存のブロック壁があり，ｑ番の土地とｒ番の土地について，同時期に，一体として

造成工事を施工すれば，土留壁として暫定的にこの既存のブロック壁を利用することが

でき（現に利用している），ｒ番の土地とｕ番の土地の間に新たに擁壁を設置する必要は

ない。



　　ウ　さらに，ｔ番の土地も，いずれ盛土造成工事されることが予定されているところ，そ

の工事は，ｓ番の土地の造成工事と一体として行われることが有効かつ便宜である。仮

に，上記各造成工事を別々に行った場合には，イで述べたのと同様に，ｓ番の土地の造

成工事の際に，ｔ番の土地との境界に擁壁を設置しなければならず，その分についての

補償金がかさむことになる上，その後にｔ番の土地の造成工事が行われた場合には，設

置された擁壁は埋められて意味をなさなくなる。

　しかし，ｔ番の土地の外側の線（被告ｅら所有の従前の宅地の境界線）に沿って，被告ｅ

らによって設置された既存のブロック壁があり，ｓ番の土地とｔ番の土地について，同時

期に，一体として造成工事を施工すれば，土留壁として暫定的にこの既存のブロック壁

を利用することができ（現に利用している），ｔ番の土地の外側の線に沿って新たに擁壁

を設置する必要はない。

　　エ  したがって，本件換地調整用地等の造成工事は，取合工事に当たり，これに対し

補償金を支出することは違法ではない。

３  争点(2)イ（被告ｄらに故意，過失はあるか）について

（原告らの主張）

　本件換地調整用地等の造成工事に対する補償金の支出が，本件要領に違反して，違

法になされたことは明らかであり，被告ｄらには故意，少なくとも過失が認められる。

（被告ｄらの主張）

　前述のとおり，静岡市が施行する区画整理事業では，事業の円滑な推進に資するた

め，従前から仮換地造成工事に伴う取合工事が多く施工され，これに対して補償金が

支出されてきた。したがって，仮に，取合工事に補償金を支出することが違法であったと

しても，財務会計行為を行う当該職員にはその認識がなく，かつ認識のないことはやむ

を得ない。

　したがって，被告ｄらには，本件公金支出が違法であったとしても故意，過失がない。

４  争点(2)ウ（静岡市に損害はあるか）について

（原告らの主張）

　静岡市が被告ｅらに支払った補償金のうち，本件換地調整用地等の造成工事に要し

た費用は少なくとも６０万円を下らない。したがって，静岡市は，違法な本件公金支出に

より，６０万円の損害を被った。

（被告ｄらの主張）

　２で述べたとおり，被告ｅら仮換地の造成工事と本件換地調整用地等の造成工事を別

々に行った場合には，静岡市は余計な費用を負担することになる。したがって，本件公

金支出は，静岡市に利益を与えるものであるから，本件公金支出によって静岡市は損

害を被っていない。

５  争点(2)エ（被告ｅらに利得はあるか）について

（原告らの主張）

　被告ｅらは，違法，無効な本件公金支出により静岡市が被った６０万円の損害に対応

する利得を法律上の原因なくして得た。



（被告ｅらの主張）

　被告ｅらは補償金を受取ったが，静岡市所有の本件換地調整用地等の造成工事の費

用として支出しており，原告らの主張する利得を得ていない。

第４　争点に対する判断

１  争点(1)（被告ａ，同ｂ，同ｃに被告適格はあるか。すなわち，同人らは，法２４２条の２

第１項４号前段の当該職員に当たるか）について

(1)  法２４２条の２第１項４号前段の当該職員とは，当該訴訟において適否が問題とされ

ている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するとされている者及びその

者から権限の委任を受けるなどして同権限を有するに至った者を広く意味し，その反面

およそそのような権限を有する地位ないし職にある者と認められない者はこれに該当せ

ず，そのような者を被告とする訴えは住民訴訟の類型に該当しない不適法な訴えである

と解される（最高裁昭和６２年４月１０日第２小法廷判決・民集４１巻３号２３９頁参照）。

(2)  本件公金支出のうち，支出負担行為及び支出命令は被告ｆの専決により，支出は同

ｈの代決により行われたところ（乙１１，１３，１４），静岡市における専決の根拠規定は，

静岡市事務決裁規則（乙２。以下「決裁規則」という。）２条ただし書である。同条項によ

れば，市長は，事務執行の決裁権限を助役以下一定の職にある職員に専決処理させる

ことができるとされている反面，課参事には専決処理権限は与えられていない。そして，

同条項により一般的な専決処理権限を与えられた職員の具体的な専決処理権限は，決

裁規則別表に定められており（同規則３条１項），それによると，本件公金支出が該当す

る補償金の支出については，「同別表１　共通専決事項，(3)　財務に関する事項，イ　支

出に関する事項，２２　補償金及び補填金」が適用され，３０００万円未満の支出につい

ては課長共通の専決事項とされており，部長や課長補佐は専決処理権限を有しないと

ころ，静岡市処務規則（乙１）によれば，ｇ土地区画整理事務所は，組織上，都市計画部

区画整理課に附置されたものであり（１条の２第１０項），その所長の決裁権限は課長補

佐と同等とされている（決裁規則２条ただし書）。次に，静岡市収入役の補助組織に関す

る規則（乙３）８条，９条及び別表２２によれば，５００万円未満の補償金の支出につい

て，出納室次長は収入役から専決処理権限を与えられ，出納室次長が不在のときは，

出納室主務主幹が代決することができるとされている。

　これを本件についてみると，本件公金支出は４０６万０３５０円の補償金の支出である

ところ，支出負担行為及び支出命令については，法令上本来的に権限を有するとされて

いる者は市長である被告ｄであり（法１４９条２号，２３２条の４第１項），専決処理権限を

有する者は区画整理課長である同ｆである。また，支出については，法令上本来的に権

限を有するとされている者は収入役であり（法２３２条の４第１項），専決処理権限を有す

る者は出納室次長，代決処理権限を有する者は出納室主幹である被告ｈである。他

方，都市計画部長である被告ａ，区画整理課参事である同ｂ，ｇ土地区画整理事務所長

である同ｃは，本件公金支出について何ら権限を有しない。したがって，被告ａ，同ｂ，同

ｃは法２４２条の２第１項４号前段の当該職員に当たらない。

　よって，被告ａ，同ｂ，同ｃに被告適格はなく，同被告らに対する訴えは不適法である。



２  争点(2)ア（本件公金支出は違法か）について

(1)  本件要領の規定

　第２，１(2)ウのとおり，本件要領によれば，本件事業において，仮換地の造成工事は，

原則として，静岡市の指導により地権者自らが実施し，静岡市は，造成工事に要する費

用を算定し，これを補償金として地権者に支払うこととされている一方，地権者が造成工

事を施工する際に，取合工事を施工させて，それに補償金を支出することについては，

明文上，規定されていない。そこで，以下において，本件事業における取合工事の許容

性及び同工事への補償金支出の適法性について検討する。

(2)　裁判所の認定した事実

　　ア  取合工事とは，ある工事を施工するにあたって，本来の工事の直接的な目的の

範囲には入らないが，本来の工事と同時期に，一体として施工することが現場の状況や

費用の面からみて有効かつ便宜であって，その必要性が高く，事業の円滑な推進に資

することとなると認められる別途の工事を，当該本来の工事に含めて設計し，施工する

ことである。

　このような取合工事については，本件事業においても，事業全体の計画，事業の進行

状況，費用の節減，公共の利便性，現場の状況，工事全体に占める取合工事の割合

（面積，金額）などの観点から，仮換地の造成工事の施工の際に取合工事を施工するこ

とに合理性，必要性，妥当性があり，同工事が事業の円滑な遂行に資すると認められる

ときには，仮換地の地権者に取合工事を施工させることができるというのが静岡市の技

術職員の間の共通した理解であって，現実に，平成７年度から平成１０年度の４年間

に，本件事業において，８８件の仮換地造成工事が補償契約により施工されているが，

これに伴う取合工事は５１件行われていた。

　なお，静岡市は，平成１２年７月７日，本件要領に替えて，新たに，本件要綱を制定し，

施行したが，同要綱では，仮換地造成工事に取合工事が含まれることを明文をもって規

定した（同要綱２条１号ア）（乙１５，１７，１８，証人ｖ，被告ｆ本人）。

　　イ　被告ｅら仮換地と本件換地調整用地等の位置関係等

　ｒ番の土地はｑ番の土地の北側に隣接し，その面積はそれぞれ９２．３６平方メートル，

５０４．６３平方メートルである。また，ｔ番の土地はｓ番の土地の北側に隣接し，ｓ番の土

地の面積は２８３．８３平方メートルであり，ｔ番の土地の面積より圧倒的に広い。そして，

ｒ番の土地，ｔ番の土地は，いずれも被告ｅら所有の従前の宅地の一部分であり（ｒ番の

土地は被告ｅ所有のｋ番ｌの土地の一部，ｔ番の土地は同ｅ所有のｋ番ｌ及びｉ番ｊの土地の

一部並びに同ｍ所有のｉ番ｎの土地の一部），ｒ番の土地の北側境界線及びｔ番の土地

（Ｌ字状の地形）の外側の線は，それぞれ同被告ら所有の従前の宅地と他の従前の宅

地の境界線に一致しており，その境界線に沿って，同被告らによって設置された既存の

ブロック壁がある。（乙６の１，２，乙８の２，３，乙１７，被告ｆ本人）

　　ウ　ｑ番の土地及びｓ番の土地並びにｒ番の土地及びｔ番の土地はいずれ盛土造成工

事されることが予定されていたが，その計画造成高は，ｒ番の土地が５．８９メートル，ｔ番

の土地が５．７６メートルであり，ｑ番の土地及びｓ番の土地の計画造成高は５．８５メート



ルである。そこで，ｒ番の土地とｑ番の土地の造成工事を別々に行った場合には，ｑ番の

土地の造成工事の際に，土留めのために，約２４９万円をかけて，ｒ番の土地との境界

に高さ１．５メートルから２．５メートルの擁壁を設置しなければならず，その分について

の補償金がかさむことになる。その上，その後にｒ番の土地の造成工事が行われた場合

には，設置された擁壁は埋められて意味をなさなくなる。これに対し，ｒ番の土地とｑ番の

土地について，同時期に，一体として造成工事を施工すれば，ｒ番の土地とｕ番の土地と

の境界線に沿って設置された既存のブロック壁を土留壁として利用することができ，同

境界線上に新たに擁壁を設置する必要はなくなり，約２４９万円の同擁壁の設置費用の

節減になる。

　同様に，ｔ番の土地とｓ番の土地の造成工事を別々に行った場合には，ｓ番の土地の

造成工事の際に，ｔ番の土地との境界線上に，土留めのため，相当額をかけて擁壁を設

置しなければならず，その分についての補償金がかさむことになる。その上，その後にｔ

番の土地の造成工事が行われた場合には，設置された擁壁は埋められて意味をなさな

くなる。これに対し，ｔ番の土地とｓ番の土地について，同時期に，一体として造成工事を

施工すれば，ｔ番の土地の外側に沿って設置された既存のブロック壁を土留壁として利

用することができ，新たな擁壁を設置するための相当額の費用の節減となる。もっとも，

前記のとおり，ｔ番の土地は隣接するｓ番の土地より計画造成高が低いので，ｔ番の土地

をｓ番の土地と同じ高さまで造成すると，将来ｐ街区ｔ番の仮換地予定地を造成する際に

は，ｔ番の土地部分を掘削する必要が考えられるが，この掘削する高さは約９センチメー

トル程度である。（乙７，１７，２０，被告ｆ本人）。

　エ　本件事業の対象となっている静岡市ｇ地区は，主に農業や漁業に従事する人々が

居住していたが，近年は都市化が進んで人口も増加していた。ところが，地区内は，高

低差のある土地や曲がりくねった道路が多く，近年の地区の発展状況からすれば，区

画整理の必要性が高くなっていたので，静岡市は，平成元年３月２２日付で静岡県知事

から事業認可を受けて本件事業を施行することとなった。本件事業は，施行面積が３８．

７ヘクタールと広大なものであり，静岡市は，これを７５の街区に分け，順次仮換地指定

を行って宅地造成工事，道路工事等を行っている。そして，静岡市は，現実の事業施行

に当たっては，前記の地形から土地の嵩上げが必要であったこと，住居が比較的密集

していたことを考え，道路工事を先行させる方式をとらず，宅地造成工事を先行させる

方式をとった。このような状況のもと，前記のとおり，被告ｅらに対し，平成９年５月６日付

で仮換地指定通知が行われたが，その後，被告ｅらに対しては，同被告らの仮換地造成

工事について，設計図書が作成されて補償金額が４０６万０３５０円と算出され，被告ｅら

は，平成１０年３月４日付承諾書でこれを承諾し，その後，前記のとおり，倉和建設をし

て造成工事を施工させた。この設計図書中には，被告ｅらの行う造成工事として，ｔ番の

土地及びｒ番の土地が入っており，被告ｅらも，既存のブロック塀を利用して，ｔ番の土地

及びｒ番の土地についても，ｑ番の土地及びｓ番の土地とともに，同じ高さまで造成工事

を行った（乙７，８の１から３，乙１０，１７，被告ｆ本人，弁論の全趣旨）。

(3)　以上の認定に基づいて争点２(ア)について考えてみる。



　　ア　取合工事とは前記認定のとおりのものであって，本件事業が広大な地域に及

び，順次工事が施工されているという状況を考えれば，これが必要とされる場合がある

ことは否定できない。現実に，本件事業においても，多数の取合工事があったことは前

記認定のとおりであり，これが本件要綱に明記されるに至ったことも前記認定のとおりで

ある。

　そして，本件の取合工事については，本件事業全体の計画と進行状況，少なくとも約２

４９万円と計算される費用の節減効果，補償金額は全体で４０６万０３５０円であるのに

対し，取合工事の工事金額は６０万円であり（原告らの計算による），工事面積で比べて

みても工事全体に占める取合工事の割合は少ない（別紙「本件造成工事部分」図参照）

ことから考えれば，仮換地の造成工事の施工の際に，取合工事を施工することに合理

性，必要性，妥当性があり，同工事は本件要領１条の「事業の円滑な遂行」に資すると

認められるというべきであって，仮換地の地権者である被告ｅらに取合工事を施工させ

ることができる場合である。

　　イ　もっとも，換地調整用地のように，本来，静岡市が造成工事を行うべき土地の造

成工事を，取合工事として，隣接仮換地の地権者に施工させ，それに対して補償金を支

払うことを安易に認めると，静岡市が施主として請負契約を締結する場合に適用される

規制（法２３４条２項の随意契約の制限など）を潜脱するおそれがないとはいえない。ま

た，そもそも，本件要領において，仮換地の造成工事を原則として地権者自らに実施さ

せることにしたのは，造成工事が，各地権者の仮換地への移転時期や造成工事内容に

対する希望を勘案して実施されることが多いからであるところ，仮換地予定地の造成工

事を取合工事として隣接仮換地の地権者に施工させることを安易に認めると，将来，そ

の仮換地予定地について仮換地指定を受ける者の利益を害するおそれがないとはいえ

ない。したがって，取合工事の許容性及び同工事への補償金支出の適法性を判断する

に際しては，上記弊害をも考慮する必要があると考える。

　このような観点から考えてみると，ｒ番の土地は換地調整用地であり，被告ｅらに取合

工事をさせない場合，管理者である静岡市が一般競争入札などの方法により請負契約

を締結し，造成工事を施工することになるはずであるが，ｒ番の土地の面積，既存のブロ

ック塀の存在等の状況，予想される工事代金額及び本件造成工事の請負業者として倉

和建設を選定したのは被告ｅらであり，静岡市は関与していないことなどに照らせば，被

告ｅらに取合工事として施工させたことには十分な理由があり，静岡市に随意契約の制

限規制を潜脱する目的があったとは考えられず，上記のような弊害があったということも

できない。また，ｔ番の土地については，その面積がｐ街区ｔ番の仮換地予定地全体に占

める割合，位置関係からして，将来，同仮換地予定地について仮換地指定を受ける者

の利益を害するとは認められない。

　　ウ　このように，本件取合工事は，これを被告ｅらに施工させることが許される場合で

あるから，取合工事が施工された場合には，同工事の分についても補償金を支払うこと

が本件要領１条の「適正な補償の確保」になるのであって，取合工事に補償金を支出し

たことは違法ではない。



　　エ  原告らは，換地調整用地であるｒ番の土地の処分等が確定しなければ，その造

成工事の内容が決まらないので，取合工事としての合理性，必要性，妥当性を判断でき

ないと主張する。

　しかしながら，造成工事の内容を決定する上で重要な要素である計画造成高につい

て，ｒ番の土地は５．８９メートルと既に決定しており，ｒ番の土地の処分等が確定しなけ

ればその造成工事の内容が決まらないということはできない。したがって，原告らの主

張は理由がない。

　　オ  次に，原告らは，被告ｅらが本件換地調整用地等を含めて計画造成高より５０セ

ンチメートル嵩上げして造成工事を行っていること，浄化槽を埋設したり，植木を植栽し

たり，塀を設置するなどしてｒ番の土地を不法に占有使用していることからして，本件換

地調整用地等の造成工事は被告ｅらの便宜を図るという違法な目的でなされたもので

あると主張する。

　乙８の１から３，乙１７，被告ｆ本人の供述によれば，確かに，被告ｅらは計画造成高よ

り５０センチメートル嵩上げして本件造成工事を行っており，また，一時期，ｒ番の土地に

浄化槽を埋設したり，植木を植栽したり，塀を設置するなどして占有使用していたこと，

しかしながら，静岡市が作成した本件造成工事の設計図書は計画造成高に基づいて設

計されており，その補償金も計画造成高に基づいて算定されていること，ｕ番の土地の

造成工事の際に，造成高の是正をすることについて，被告ｅらの確約を得ていること，以

上の事実が認められ，これによれば，被告ｄらが，計画造成高より５０センチメートル嵩

上げした造成工事を容認していたと認めることはできない。

　また，被告ｄらが，被告ｅらにｒ番の土地の占有使用を容認していたと認めるに足る証

拠はなく，かえって，被告ｄらは，被告ｅらに浄化槽，植木，塀を撤去させている（被告ｆ本

人）。

　以上によれば，本件換地調整用地等の造成工事が被告ｅらの便宜を図るという違法

な目的でなされたものであると認めることはできず，原告らの主張は理由はない。

３　以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，静岡市は，被告ｄ，同ｆ，同

ｈに対し，不法行為に基づく損害賠償請求権を有するとは認められず，また，被告ｅらに

対し，不当利得返還請求権を有するとも認められない。

第５  結論

　よって，原告らの本件訴えのうち，被告ａ，同ｂ，同ｃに対する訴えは，いずれも不適法

な訴えであるので，これを却下し，その余の被告らに対する請求は，いずれも理由がな

いから棄却することとして，主文のとおり判決する。
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